
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人青柳健三の上告理由第一点について

　原審の適法に確定したところによると、上告会社においては、代表取締役として

Ｄと補助参加人Ｃの二名がおり、かつ、共同代表の定めがあつたが、上告会社と被

上告人間の当座勘定取引契約が締結された際、上記代表取締役二名及び他の上告会

社役員らの間で、上告会社が被上告人に預け入れた当座預金を払い出すための小切

手の振出しについては、共同代表者Ｄが同Ｃに一切その権限を委任し、右委任に基

づきＣが単独で上告会社の代表者として右小切手を振り出すことを合意し、被上告

人もこれを了承し、本件小切手は、いずれも、ＣがＤからの右委任に基づき前記当

座預金払出しのために上告会社を代表して振り出したものである、というのである。

右の事実関係のもとにおいて、代表取締役Ｄの同Ｃに対する右委任及びこれに基づ

いてＣが単独でした本件小切手振出しに関する代表行為は、商法二六一条の共同代

表の定めに違反する無効なものということはできない。これと同旨の原審の判断は、

正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は、

本件に適切でない。論旨は、採用することができない。

　同第二点及び第三点について

　所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する

ことができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。
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